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新年を迎えて、ご挨拶申し上げます 

 新年のご挨拶を申し上げます。コロナ第 6波でスタートし

ました 2022年（令和 4年）ですが、コロナにめげず頑張りま

すので本年もよろしくお願い申し上げます。 

 さて一昨年来新しく管理委託を受けました物件オーナー様

や新採用の社員達に対しまして、この機会に弊社の基本的な

考え方を申し述べたく存じます。 

 弊社の企業理念は「みやこ四方よし」です。昔近江商人は、売り手よし・買い手よし・世間よしの三方

よしを商いの心得として全国を行脚したと言われており、今の伊藤忠商事や高島屋、西武グループなどの

大手企業を生んだと言われます。 

 弊社はサービス産業・情報産業の性格を有しており、21世紀を歩む企業として「みやこ四方よし」を

標榜致します。四方とは、顧客よし・取引先よし・地域社会よし・社員家族よしであります。顧客とは売

り買いと貸し借りのお客様、管理を委託していただける物件オーナー様、工事施工主様などです。取引先

とは仕入れ先・外注先は当然に含むとして最近は事業範囲が広がっていますので、官公学金の皆様をはじ

め諸団体の皆様も含むと考えております。地域社会とは会社所在地の深草地区から広く日本国をも見据

え、弊社事業展開を通して世界平和に繋げてまいります。社員家族よしとは弊社事業推進に粉骨砕身する

社員役員とその家族に豊かな生活を実現したいと考えております。 

 社外の皆様！ 弊社がまた弊社の社員役員にこれらの理念に反する事象がありましたらお叱りを賜りま

すようにお願い申し上げます。普段に是正し、シェイプアップしてまいりたいと念じております。 

この他言動規範として「明朗・愛和・喜働」を掲げていますが、これについては後日にゆずりますが、

今年 1年、明るく楽しく生き生きと頑張ってまいります。売上目標の達成と次世代への力強い継承を実現

し、皆様の負託にこたえてまいります。改めてご支援ご鞭撻をお願い申し上げます。 

（社主 岡本 秀巳） 

セーフティラリーと飲酒チェック 

 毎年、7月から 9月の 3カ月間、京都府警と交通安全協会の主催する交通マナーを高める事故防止

コンクール（セーフティラリー）に参加しています。このコンクールは企業として、業務に従事す

る運転者のマナーを向上させることにより、企業における交通事故防止活動を積極的に推し進め、

地域社会全体の交通モラルの確立に努め、道路交通の安全確保を図ることを目的としています。 

 今回、ラリー期間中、参加者全員が速度違反も含め無事故無違反ということでその証として SDカ

ードと、会社に対しては感謝状と記念品を頂きました。 

 また、2022年 10月から、5台以上社有車のある会社にもア

ルコールチェックが義務化されます。 

安全運転管理者としての業務が増え 

ますが、それに先立ち、準備出来次 

第試験的にアルコール検知器を使っ 

て飲酒チェックを行いたいと思って 

います。                

（安全運転管理者 岡本 三保子） 
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年頭の決意 

  

令和 4 年度税制改正速報！ 

住宅ローン減税が大幅に見直し、適用期限が延長！ 
 住宅ローン減税は、ローンを利用した住宅取得者等を対象とし

て、年末ローン残高に応じた金額が一定期間にわたり所得税等か

ら控除される制度です。改正案では、適用期限が 4年延長される

とともに、控除率が 0.7％（改正前 1％）に引き下げられ、控除

期間が原則 13年間とされています。 

また、適用要件においては、控除対象者の所得金額要件が

3,000万円以下から 2,000万円以下に引き下げられます。衆参両

院の議決後施行となります。 

 この他にも改正がありますので詳細はお尋ね下さい。                        

（代表取締役副社長 岡本 慎太郎） 
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昨年は「新しい環境や仕事に

慣れること」が目標でした

が、2022 年はいろいろな分

野で視野を広げていこうと思

います。 

（経理 佐藤 恭子） 

健康第一に仕事やプライベー

トを充実させ、自身のレベル

アップの年になるよう努めま

す。  

（管理事務 遠藤 栞） 

様々なことに目を向けて、挑

戦していく年にしたいと思い

ます。それと、毎年のことで

すが、健康第一で過ごしたい

です。 

（営業事務 木村 柚香） 

昨夏より韓国語を学んでいま

す。翻訳が無くても理解でき

るまで、頑張りたいです。 

 

（管理事務 西澤 明日香） 

旧松の内までの大神神社への

初詣、二年我慢した登山と今

年はプライベートを充実させ

たいです。 

（管理事務 大森 里美） 

人生はすでに折り返しています。

これからはより一層時間を大切

に、健康にも十分に留意して過ご

していきたいと考えています。 

（管理営業部門 巡回担当 

加藤 義憲） 

より多くの案件を獲得できるよう

に、巡回先で誠実に対応していきた

いと思います。少しずつでもステッ

プアップ出来れば嬉しいです。 

（高齢者住宅部門 粟津 真由美） 

20 代最後の年になるので読書で知

識を増やし後悔のないよう過ごし

たいです。年間目標 200 冊！ 

（不動産営業部門・高齢者住宅担当  

新居 功己） 

コロナに負けず、緊張感をもって

油断せずに悔いの残らないよう

に、1日 1日を大切に過ごしていき

たいと思います。 

（管理営業部門 小西 啓吾） 

昨年ゴルフと自転車を始めました。

今年も一年健康に過ごせるよう楽し

んでいきたいと思います。 

（不動産営業部門・高齢者住宅担当 

荒川  博） 

Twitterでも 140字…この 40字

程にどれだけ決意を表現出来る

か少々不安ですが粉骨砕身で責

務を全うする所存です。 

（管理営業部門 増田 義久） 

72 才の年男です。身体もガ

タが出始めていますが、今年

1 年体調に気を付けてまいり

ます。 

（不動産営業部門 西田 幸夫） 

寅年もコロナで始まり落ち着かな

い年になりそうです。50 代後半に

なり、より仕事を楽しくできます

ように、自ら限界を作らないよう

に心がけます。 

（取締役 今井 拓哉） 

社会環境の大きな変化をしな

やかに受け止め、それをチャ

ンスに変えて新たな「価値」

を創造していきます。 

（代表取締役副社長  

岡本 慎太郎） 

激動の社会情勢の変化に対応すべ

く、①相続支援・資産管理②高齢

者住宅・空き家対策③人材育成・

コンサルティング力の強化 などの 

業務を拡充・構築して参ります。 

（常務取締役 松岡 英樹） 

正月の平安神宮大鳥居 
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相続相談会を開催しました 

 2022年 1月 13日に、京都市後援の「相続相談会」を弊社の

メインバンクである京都銀行東九条支店にて開催しました。 

この相談会は、来場者 1人 1時間で、4名の専門家が来場者

のお悩みやご質問にお答えするという安心体制で、ご相談な

どに受け答えさせて頂きました。 

税務などの事については、主に弊社顧問の税理士法人京都経営の大

江代表税理士が担当し、法律などの事については、主に司法書士事務

所 THE LEGALの川嶋代表司法書士が担当し、不動産関係の事について

は、主に私、岡本慎太郎が不動産コンサルティングマスターとして担

当し、高齢者、福祉関係については、主に弊社荒川が相続支援コンサ

ルタントとして担当させて頂きました。 

事前に本相談会のチラシを近隣に 3万枚配布し、関係者の口コミな

どにより、合計 4名の来場者がありました。コロナでのキャンセルや

開催日後のお問合せ等を含めると、合計 7組の反響がありました。 

 ご相談内容としては、税務面 1名、法律面 1名、不動産関係・高齢

者、福祉関係 2名であり、各々の専門家が主となりご相談をお受けし

たような形になりました。 

 弊社として、新たな取り組みではありましたが、反響数が物語っておりますように、「相続」

の関心の高さが伺え、また本相談会を開催して、地域の方々のお役に立てた事に喜びを感じて

おります。次回の春開催が決まり次第、みやこだよりでお知らせ致します。ぜひご参加の程、

よろしくお願い致します。                  （岡本 慎太郎 副社長） 

アスベストのはなし－危険・注意－ 

 世の中がコロナコロナで暮れているときに、民法（物権編）をはじめ生活や事業に直結する

法律が次々と改正され、実施に移されようとしています。 

 そのひとつがアスベスト（石綿）の規制強化です。石綿とは、蛇紋石や角閃石などの繊維状

鉱物を指し、自然世界に存在しています。高度経済成長期には不燃性・断熱性・防音性・絶縁

性などの優れた特徴から「夢の建材」とまで言われ、2006年（平成 18年）まで多くの建築物

建築材料に使用されました。 

 石綿は吸い込むと肺がんや中皮腫を発症するおそれがあり、現在では石綿を含む建築材料は

使われていません。これらを規制する大気汚染防止法が改正され、石綿の飛散を防止する為、

すべての含有建材に規制が拡大され、行政庁への資格者による事前調査結果の報告、及び作業

基準を徹底する為に直接罰の創設等対策が一層強化され、この４月１日から施行となります。

従って建物解体の場合は当然に、またリフォーム工事においても注文者は元請業者に対して、

事前調査を指示し、報告を受け、適切な作業基準を守らせねばなりません。 

 ２００６年（平成１８年）以前に建築（リフォーム）された物件の所有者様におかれては、

今後一層の負担が増加し、責任が重くなることをご理解下さい。   （岡本 秀巳 社主） 
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mailto:info@miyako-h.co.jp


内装材価格改定続報－コロナの影響で再値上げ 

 昨年にコロナ禍の影響で、原材料価格の高騰や物流コストの上昇等を背景に、内装材の大手

メーカー（サンゲツ、東リ、リリカラなど）は、壁紙（クロス）や床材の仕入れ価格の改定（値

上げ）をしました。しかしながら、インテリア関連商品の原材料価格は、製造コスト高騰・ 

需給逼迫懸念・海外との内外価格差の是正を背景に、昨年の価格改定以降も更なる大幅な値上

げが続いており、すべての原材料に波及し、壁紙材・床材等の仕入れ価格がさらに上昇してお

ります。一方、インテリア業界全体においては、製造設備の老朽化、設備更新の遅れによる生

産能力の逼迫、労働力不足に伴う人件費の上昇、物流環境の変化等、さまざまなリスク要因が 

顕在化し、製造・販売・配送・施工における収益改善が重要な課題となっているようです。 

それらの要因から、各メーカーは 3月頃から順次、価格の値上げをすると発表しました。 

値上げ幅は、商品によりますが 15％～25％と再度、大幅な値上げとなる予定です。 

値上げ後、先々においても原材料価格・仕入れ価格が下がることは考えられないことから、

オーナー様の賃貸経営に少なからず影響しますので、弊社としましても、どのようにすれば効

果的であるか、ご相談しながらリフォーム工事等を行って参りますので、ご理解の程よろしく

お願い申し上げます。                      （松岡 英樹 常務） 

京都市主催 高齢期の住まいの相談会に出向 

 1月 20日（木）に京都市 京（みやこ）安心すまいセンターの主催にて開催された「高齢期

の住まいの相談会」に相談員として出席し相談業務にあたりました。本相談会は年 4回定期的

に行われているのですが、私自身は 2015年からほぼ毎年出席しており今回で 6回目の出席と

なります。今年もコロナ禍の中ではありますが、参加者全員に検温・消毒を実施した上で、パ

ーテーションを設置し、オープンスペースでの個別相談の形式で開催されました。 

当日は合計 6組の方が来場され、私は 2組の方の相談にあたりました。2組の方とも現住居

の売却と高齢者施設への入所を検討されているとの内容で、売却にあたっての方法や相場、高

齢者施設であればどのような選択肢があり、どのような流れとなるのか等、熱心にご質問をい

ただきました。「高齢者の住まい」と言われるとまだ先のことと考えてしまいがちですが、自

分自身の体力が衰えたときに「どのような住まい方をしたいか」は必ず考えておかなければな

らない問題です。いざその時になってから慌ただしく調べるよりも、まだ早いと思われる方こ

そ、今の内に情報を収集して自分の考えを整えておくことが大切だと感じます。 

弊社では高齢者住宅部門を設置し、介護が必要でない方も入居できるサービス付き高齢者向

け住宅や老人ホーム等の高齢者の住まいを無料で紹介する事業に取 

り組んでいます。不動産業者がこのような事業に本格的に取り組ん 

でいるところはまだ全国的にも数少なく、不動産の取り扱い・相続

対策・高齢者施設探しなどをまとめて出来るのが弊社の強みです。

先のことを考えるのに早すぎるなんてことはありません。「ちょっと

考えてみようかな」と思われましたら是非お気軽にご相談ください。     

              （荒川 博 課長） 

不動産コンサル・空き家・町家・高齢者住まい・相続支援・売買・貸借・管理・リフォーム・損保 
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最近の不動産市況について 

 コロナ前には、不動産業界で 2～4月を繁忙期と称し、売買貸借

を問わず流通量・成約件数とも多くなり、その他の業務も多く、

バタバタした毎日を過ごしていました。コロナ時代 3回目の繁忙

期ですが、今年は多少忙しいかなという感覚のこの頃です。 

 さて最近の情況ですが、売買市場では超低金利が続き、資金が

株式と不動産に流れ込み、先般は少し調整局面がありましたが、

今では上中下東山の中心 4区では価格が高値定着し、市場の商品

不足も相まって成約の都度じわりと値上がっている状況です。中心 4区を囲む、馬蹄型の周辺

区では横ばい市況となっていますが、主な道に接する物件や人気地区の物件は強めの価格付け

となっており、特に中古マンションの価格上昇が目につきます。 

 流通スピードは価格設定に加えて物件の特性（地形、間口奥行比、道路付け、建物手入状況、

耐震強度）によって個別性があります。取扱い業者の能力次第という要素もありますので、売

買をされる場合は、熱心で信用ある業者とコミュニケーションをとって価格設定される様おす

すめ致します。 

 賃貸借の市場ではコロナ当初からしばらくの期間は巣ごもりにより停滞した様相でしたが、

今日ではそれなりにコロナに対する見通しもつき、流通は常態に復しつつあります。京都に多

い単身者用物件ですが、大学の Webによる授業と留学生の入国困難によりある程度の空室が存

在しています。これも、リアル授業の再開と入国者 7000人制限下の、留学生別枠化による入

国実現により 5、6月頃には需給が均衡してくると見ています。事業用賃貸はコロナ景況の推

移により、またウクライナ問題の戦況と石油等の逼迫度合による経済情勢次第で好不況が決ま

り、事業用賃貸の繁閑に影響してくるでしょう。 

 ここで特記すべきは賃貸借物件の管理業務において、建築資材・設備機器の騰貴がどの水準

まで上がるのか、いつまで続くのかという点です。収益物件の経営に大きく関わってきますの

で今後注目を要します。                     （岡本 秀巳 社主） 

コロナ、当社の取組の報告 

 新型コロナウイルス感染症の第 6波の最中の 1月末頃に私とも

う 1名が感染してしまい、2週間ほど自宅療養をしておりました

が、高熱や頭痛、喉痛等に苦しめられました。外出制限が解除さ

れた後の現在に至るまで、倦怠感やめまい、微熱等の症状が続い

ている状態です。 

今後も感染力の高い BA.2の蔓延が懸念されるため、引き続き警

戒が必要となっています。さらに、花粉や黄砂が飛来する季節となり、窓を開放しての換気も

つらい時期となってきましたので当社では窓の常時開放から定期的な開放へと変更し、引き続

きマスク着用、手指消毒をはじめとした、アクリル板、体温測定器に温湿度計、CO2 測定器、

加湿器に空気清浄機（増設）等を利用した感染対策を実施しております。           

（管理営業部門 小西 啓吾 係長） 
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 https://www.realestate.vmi.co.jp/house/  （管理営業部門 増田 義久 課長） 

子育て支援型共同住宅推進事業利用のススメ！ 

 『家族が安心安全に子育て出来る様な住宅設備を整える工事に対する補助』を目的とした、

【子育て支援型共同住宅推進事業】を国交省が開始しました！そしてこの施策、賃貸住宅の改

修にも使用できるのです！補助対象は「子供の安全確保を目的とした設備の設置」に対する補

助で改修費の 1/3、上限 100万円/戸となります。必須工事などの要件があり、原状回復工事と

いう観点からみれば付加される部分になるかもしれません。物件の売りとして≪子育て≫を用  

いる事で物件価値の向上、他物件との差別化、入居促進と継続した入居率維持向 

上が期待できますので積極的に補助金の利用を考えてみませんか？ 

各営業担当者はオーナー様へのお力添えが出来るよう尽力致します！！ 

 

石綿含有物の事前調査結果の届け出義務化（4 月 1 日から） 

 本年 4月 1日から、建築物（個人宅含む）や工作物の解体・改修工事は、あらかじめ、石綿

（アスベスト）含有の有無の事前調査結果等の「届け出」が義務化されます。なお、2023年

10月以降は、調査実施者に「建築物石綿含有建材調査者」資格が求められ、資格者による事前

調査が義務化されます。 

◆「届け出」が必要な工事（石綿の含有の有無にかかわらず、工事実施の「届け出」が必要に。） 

①解体部分の床面積が８０㎡以上の建築物の解体工事 

②請負金額が税込１００万円以上の建築物の改修工事 

また、発注者（建物の所有者等）にも新たに「配慮義務」が設けられますので、事前調査に 

使用する「設計図書の提供」や「適切な費用の負担」が求められることになります。 

今後、時間と手間がかかり、工事費用が上がる可能性がありますのでご理解をお願い致します。 

(環境省ＨＰ https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html )     （松岡 英樹 常務） 

不動産登記法の改正－相続登記は義務化－ 

 これまで相続登記や不動産所有者の住所変更登記は任意だったため、所有者の不明な不動産

が増加し、災害時の復興や管理不全による周辺への悪影響が問題視されてきました。そのため、

昨年 4月に不動産登記法が改正されました。 

主な改正点として、相続した場合や不動産の所有者が住所変更した場合の登記が義務化され

怠った場合、罰則として 10万円以下の過料が定められています。併せて相続登記手続の簡略

化も図られ、戸籍等の書類を提出し相続人であることさえ申告すれば、登記義務を果たしたこ

とになります。2024年 4月 1日以降に順次施行される予定ですので、相続後や住所移転後に登

記手続きをされていない不動産をお持ちの場合は、手続きが必要となりますのでお気を付け下

さい。                       （管理営業部門 小西 啓吾 係長） 

ご挨拶 

昨年 11月 1日に入社いたしました遠藤栞(えんどう 

しおり)と申します。まだまだ分からない事ばかりです

が、真摯に仕事に取り組み皆様のお役に立てるよう一

日でも早く戦力となりたいと考えておりますので今後

ともどうぞよろしくお願い致します。 （管理営業部門 遠藤 栞） 
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空き家（危険建物）への取組み報告 

 京都市と連携して進めている危険家屋の取組みにつ

いての事例報告です。 

物件は南区の 1戸建で西側と南側の外壁にクラックが

入っており、北側の外壁も下地が剥き出しになってい

て外壁落下の危険性があります。通行人に危険が及ぶ

ようなことがあってはいけませんので、早期対応が必

要とされた案件です。 
  

まずは、市の担当者と同行訪問し、所有居住者にご自宅が危険家屋である旨の理解を求

め、今後どのように対応するかについて話し合いを行いました。ご本人の自己対応だけでは

解決が難しいことの確認ができた為、解決の方向性としては、この危険家屋を不動産業者が

買取って解体をすることに、居住者には賃貸物件に引越ししてもらうことになりました。 
  
更にこの物件には、金融機関以外の抵当権がついているという事情もあり、この利害関係

者へも目配りが必要でした。打合せを重ねて、買取金額も決まり、引越しについては所有権

が移転して資金が手に渡ってから、転居先を探していくことになりました。取引当日、引越

しの期日について難しい話になりましたが、当社の方で最大限の努力をして転居先物件を見

つけること、見つかるまでは住み続けられることを約束し、何とかまとまりました。 
  
当初から覚悟をしていたところですが、転居にあたり最大の困難は入居者の年齢がお元気

であるとはいえ 90歳台ということでした。今まで住んでいたところの近くで床がフラット

な物件という希望もあり、当社高齢者すまいの担当者の苦労・努力は大変なものでした。一

方で市からは、危険家屋の早期解体を迫られ、他方ではようやく気に入った物件があっても

高齢を理由に断られ、結局、物件を取得してから 5ヶ月後にようやく入居者の意向に沿った

賃貸物件が見つかり、入居申込をしましたが、入居審査がなかな

か通らず悪戦苦闘しました。この物件の管理会社と弊社とは長年

の付き合いである為、担当者の方が約 1ヶ月間、何とかして入居

審査を通そうとオーナーに理解を求めていただいたお陰で、よう

やく入居承諾がとれ、危険家屋も無事に解体することができまし

た。 
 
このように空き家や危険家屋の案件は、まず所有者との信頼関

係を作り上げることが大事です。その為には担当者の誠意・人間

性ありきで次にスピード、交渉力、粘り強さ、アイデア力等の解

決力は重要です。個人の能力・努力だけで難しい時には組織内の

複数の知恵による合力で総力をあげての取組みが求められます。

今般の案件解決により、地域の安全安心に少しでも貢献できたこ 

とが我々の喜びとするところです。 

（ 岡本 慎太郎 副社長 ・ 岡本 秀巳 社主 ） 
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  キーウ姉妹都市記念碑 

京都市役所前庭所在 

 

毎月第３水曜は定休日です 

 

ＧＷは４月３０日

（土） 
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３／８（マーチ・ヤ）は町家の日 

 年間約 2％ずつ減少している京町家の保全・再生・利活用を 

目的とし、弊社も加盟している京町家情報センターの申請により
2016年に 3月 8日が町家の日として登録・認定されました。 

 
町家のことを考えるきっかけになって欲しいとの想いから毎

年、「町家の日 week」として各地で様々なイベントを開催してお
り、今年は 3月 5日～12日の期間で京都では 24のイベントが行
われました。 
初日となる 3月 5日には元・麴屋

こうじや

の大型町家を活用したイ
ベント会場「もやし町家」にて「町家の日 weekオープニング
イベント」や京町家情報センター20周年記念イベント「京の
町家で落語会」等が行われ、門川市長にもご参列いただきま
した。 

 
また、今年で 2回目となる取組みとして「町家をおもしろ

く」をテーマに町家川柳を募集。今年は全国から 558作品の
応募があり、弊社も協賛として副賞「こうしど賞」の賞品
（玉乃光酒造の酒粕）を提供しました。 
 
【町家の日文豪賞】（大賞 2作） 

めざましを 隣人共有 おはようさん（作：矢作 紀子） 

さむいさむい みんなさむいと ちと温い（作：チェミ<1985>） 

【こうしど賞】（副賞） 

 町に生き 映える町家に 活きる町（作：尊の君） 
 
ほか副賞 5作、18歳以下特別賞 1作、佳作 5作  

（ 不動産営業部門 荒川 博 課長 ） 

18 歳成人について、当社の取扱い 

本年 4月 1日に施行された改正民法により、成年年齢が 

20歳から 18歳に引き下げられました。これによりこれまで

20歳未満は親権者などの法定代理人の同意を必要としていた

不動産の売買や賃貸借の契約などの法律行為が、18歳以上に

なると単独で行えることになりました。 
 
成年年齢は引き下げられましたが、18歳の判断能力がこれ

までより高くなったわけではなく、本人の支払能力も低いこ

とが多いため、後々のトラブルを避けるために当社では、こ 

れまでの法定代理人の同意書と同様に親などに書面による意 

向確認を当面の間引き続き実施してまいります。 
 
他方、当社で取り扱います保証会社各社の保証契約におい

ては、18歳以上であれば同意書が不要となるため、親の反対

等により一人暮らしのアパートを借りる際に親同意書が得ら

れず入居が難しかった方にもお部屋のご紹介ができるように

なりました。    

  （ 不動産管理部門 小西 啓吾 ） 
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市民後見人卒業、感謝状を受く 

 4月 30日をもって、京都市市民後見人の登録が定年により期

間満了となり、門川市長より感謝状を頂戴しました。 

 2012年度（平成 24年）から京都市に市民後見人制度が誕生し、

第 1期生として研修受講し、半年間 3330分もの講習を受け、2013

年 5月から同期 24名の 1員として後見人候補者名簿に登録され

ました（登録番号 1番）。以来 10年間毎年 4回の研修会では福祉関係の多くを学び、現在自社

の高齢者すまい支援事業（京都市連携）や、サ高住・老人ホームの入居斡旋の営業（ウチシル

ベ京都）へ多いに参考とすることが出来ました。 

 後見人としての実際業務は、京都家庭裁判所から

60代後半の男性について後見人選任され、死亡され

るまで任務を全うしました。比較的若い人ではあり

ましたが、パーキンソン病を患う他、発声が出来ず、

目の動きで意思確認をするという身上看護の難しい

被後見人でした。 

 市民後見人制度は身寄りが無く経済的にも困窮し

た市民に対し、市長が職権により後見の申立をする

ケースで家裁が後見人候補リストから後見人を選任

するという仕組です。今日では各地の行政で制度化

されていますが、10年前では先進的な事業でした。 

所管の京都市成年後見支援センターを運営する

（社福）京都市社会福祉協議会の長寿すこやかセン

ターの皆様に、定年退任にあたり業務指導や研修に

対するお礼を申し上げる次第です。お世話になりま

してありがとうございました。                                                            

（社主 岡本 秀巳） 

アルコール測定検査を開始 

 自家用車を 10台以上保有している事業所は、安全運

転管理者を選任することが求められておりますが、2022

年道路交通法改正で 4月 1日より、5台以上保有の事業

所には、一日の運転前後に目視によるアルコールチェッ

ク確認の実施と測定結果の 1年間保存、さらに 10月 1

日からはアルコール検知器を使用した酒気帯び確認が

義務化されることになりました。 

当社も対象事業所になりますので、早速検知器を入手

し記録の保存を開始しています。 

        （安全運転管理者 岡本 三保子） 
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高齢者施設のご紹介 

2025 年は戦後の 1947～49 年に生まれた「団塊の世

代」全員が 75歳以上になる年です。団塊の世代は第 1

次ベビーブーム世代とも呼ばれ、2015年の国勢調査に

よると約 638 万人。突出して人口の多いこの世代の高

齢化が進むため、高齢者向け住宅、いわゆる老人ホー

ムの建設が増加しています。2022 年 3 月 31 日に京都

市北区紫野にオープンしました介護付有料老人ホーム

「チャームスイート 京都紫野」をご紹介いたします。 

介護付き有料老人ホームとは、24時間介護スタッフが常駐し、掃除や洗濯など身の回りの世

話や、食事、入浴、排せつなどの介助サービスが受けられる介護施設です。 

チャームスイートは、介護付有料老人ホームを中心に首都圏・近畿圏の 69 拠点でサービス

を提供しており、京都市北区での開設は初めてとなります。「充実した設備」「新しい趣味と出

会えるレクリエーション」「毎日が楽しみになるお食事」が特徴です。もちろん、介護スタッ

フは 24時間常駐しており、安心で快適な生活をサポートしてもらえます。 

廊下を挟んで両サイドにお部屋というレイアウトの施設が多い中、こちらではお部屋の前は

廊下しかないため、プライバシーが確保されています。西向きのお部屋からは、左大文字山を

眺めることができ、屋上にはオープンテラスがあり、目に映る山並みから季節の移ろいが感じ

られます。   

見学を希望される方は、お気軽に高齢者住宅仲介センター ウチシルベ京都までご連絡下さ

いませ。                      （高齢者住宅部門 粟津 真由美） 

大神
おおみわ

神社に参拝しました 

 ＧＷに奈良県桜井市三輪にある大神神社に参拝をしてきま

した。聞き馴染みのない方も多いと思われますが、三輪素麺

で有名な三輪です。 

此方は日本最古の神社ともいわれ、本殿がなく、拝殿奥の

三輪山をご神体として拝します。三輪山自体も禁足地として

元来は立入禁止でしたが、明治時代に条件付きで登拝が可能

となりました。しかし禁足地ということと神社全体に満ちる不思議な気配に包まれていると、 

恐れ多くて私自身は未だに登拝をさせて頂こうという気持ちにな 

れません。いつかその時がきたら是非にと思っています。              

今回で三度目の参拝ですが、不思議なことに此方の神社には〝呼 

ばれて〟参拝することが多いです。どんなにこの日行きたいと思っ 

てもタイミングが合わずに参拝が叶わないこともしばしば…。そん 

な大神神社に参拝すると心身共にリセット 

できます。少し遠いですが、今、気になっ 

た方は呼ばれているのかも。是非一度ご参 

拝をお勧めします。 

（不動産管理部門 大森 里美） 
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オーナー様の資産の最大化（収益の最大化）を目指して 

 当社は、賃貸と管理の事業に対して、コンサルティングの視点からの事業実施を目指し、オ

ーナー様の不動産資産を有効に活用（運用）する方法を選択することが大事であると考えてい

ます。 

 不動産資産を有効に活用するためには、専門家による知識や経験も必要です。不動産に関す 

る分野は幅広く、専門家もそれぞれ得意分野が異なっており、総合的な視点からの機能役割の 

組合わせによる改善提案が求められていると理解しています。 

近年、世界中でコロナ禍となり世界情勢が不安定となり、日本経済も影響を受けている中で、

不動産資産から最大限に収益を得ることは、決して容易なことではありませんが、当社では、

必要な知見を持つ専門家と連携することで、オーナー様に寄り添って様々なご相談にワンスト

ップで対応し、あらゆるニーズにお応えしてまいります。どうぞ、お気軽にご相談ください。 

（松岡 英樹 常務） 

火災保険料改定について 

報道等でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、始期が 2022

年 10月 1日以降となる契約について、各損害保険会社では火災保険

と地震保険が改定されることが決定しています。台風・豪雨など自然

災害の多発により、火災保険を取り巻く環境の変化がリスク予測を難

しくしている等の理由で、平均約 10％程度保険料が上がることにな

ります。 

今回の改定に併せて加入期間の最長が 5年となり、現在の地震保険の最長期間と同じになり

ます。もちろん現在有効に継続している契約の残存期間はそのままですが、今後長期の住宅ロ

ーンを組まれる場合等にも、最長 5年毎に更改していただく必要が出てきます。 

改定後の保険料水準は築年数や所在地・構造級別・補償内容により、引き上げばかりでなく

引き下げが生じる場合もありますが、より築年数によるリスク格差だったり、自然災害が多発

している地域の値上げ幅は大きくなっています。 

ただ、保険会社によっては、新たに建物と家財をセット契約すると割引を適用するとか、火

災保険を単年で契約するより長期で契約する方が、現行より割引率が高くなるなど、細かい改

善も見られます。 

ご自宅や収益物件にかけておられる火災保険証券をこの機会にもう一度確認していただき、

保険期間の満期が近かったり、地震保険や家財保険に入っておられなかったりされる場合は 

長期保険に切り替えたり、内容を見直されることをお勧め致します。お気軽にご相談下さい。 

                                （保険担当 岡本 三保子） 
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相続相談会を開催します 

本誌 Vol.80 に掲載しました京都市後援の「相続相談会」を

6 月 23 日(木)と 7 月 4 日(月)の両日の午後に弊社のメインバ

ンクである京都銀行東九条支店で開催させて頂きます。この相

談会は、来場者 1人 1時間で、4名の専門家が来場者のお悩み

やご質問にお答えするという安心体制で、ご相談などに受け答

えさせて頂きます。 

税務については、弊社顧問の税理士法人京都経営が担当し、法律・登記については、司法書

士法人の THE LEGALが担当し、不動産関係については、私、岡本慎太郎が不動産コンサルティ

ングマスターとして担当し、高齢者、福祉関係については、弊社荒川が相続支援コンサルタン

トとして担当致します。 

ご相続や不動産・税金・遺言・高齢者関係・後継者問題等に直面していて疑問や不安に思っ

ておられる方はもちろんのこと、これらの事が将来に控えておられる方のご相談をお受け致し

ます。病気と同じように早めにご相談をされ、先回りして対応することにより、将来的なトラ

ブルを未然に防ぐこともできます。 

無料で 4名の専門家から話を聞くことが出来るめったにない機会ですので、是非お気軽にご

予約ください。ご相談者の居住地は問いません。         （岡本 慎太郎 副社長） 

建築物石綿含有建材調査者資格を取得しました 

石綿は、その吸引により肺がん・中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こす恐れがあることか

ら、石綿障害予防規則により石綿暴露防止のための措置が義務付けられています。 

これらの措置の一つとして 2022年 4月より建築物等の解体・改修工事前に石綿含有の有無

の事前調査の報告義務が定められました。2023年 10月からは事前調査の報告を資格者が行う

ことも義務付けられました。そのため、当社から、まず 2名が一般建築物石綿含有建材調査者

の講習を受講し、終了考査に合格し調査者の資格を取得しました。 

21世紀中頃までは既存の建築物の解体・改修が進むことから、今後さらに、石綿含有建築物

の撤去等の作業に従事する労働者の健康障害の防止・一般住民の健康の保護等が求められます

ので、当社では、事前調査を元に作業計画の策定とそれに基づく工事を 

実施し、法令順守を心掛けて参ります。 

【事前調査の報告が必要な工事】  

① 解体部分の床面積が８０㎡以上の建築物の解体工事 

② 請負金額が税込１００万円以上の建築物の改修工事 

 （松岡 英樹 常務・今井 拓哉 工務部長） 

ご挨拶 

 昨年 11月 12日入社の加藤です。半年ほど経過し 

ましたが、仕事の幅が広いので未経験のことも多く 

まだまだだと感じています。 

 焦らず確実に仕事を進めていきたいと思っており 

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

（巡回担当 加藤 義憲） 
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第 2 回相続相談会を開催しました 

2022年 6月 23日に、京都市後援の「第 2回相続相談会」を弊社

のメインバンクである京都銀行東九条支店にて開催しました。この

相談会は、来場者 1人 1時間で、4名の専門家が来場者のお悩みや

ご質問にお答えするという安心体制で、ご相談などに受け答えさせ

て頂きました。前回と同様税務などの事については、主に弊社顧問

の税理士法人京都経営の大江代表税理士が担当し、法律などの事について

は、主に司法書士事務所 THE LEGALの川嶋代表司法書士が担当し、不動産

関係の事については、主に私、岡本慎太郎が不動産コンサルティングマス

ターとして担当させて頂きました。 

事前に本相談会のチラシを近隣に 1万枚配布し、関係者の口コミなどに

より、合計 3名の来場者がありました。開催日後のお問合せ等を含めると、

合計 4組の反響がありました。ご相談内容としては、税務面 1名、法律面

1名、不動産関係・高齢者、福祉関係 2名であり、各々の専門家が主とな

りご相談をお受けしたような形になりました。 

第 1回から改善をし、2組のお客様から大変喜んで頂けました。また改

めて「相続」の関心の高さが伺え、地域の方々のお役に立てた事に喜びを感じております。第 3

回も改善して開催していきますので宜しくお願い致します。       （岡本 慎太郎 副社長） 

直違橋の京町家完成見学会を開催 

2022年 7月 2日、弊社の主催により「直違
スジカイ

橋
バシ

の京町家完成見学会」を

開催致しました。本物件はかつて呉服業を営んでいた大型の町家ですが、

近年では、この大きな主屋は生活の場として使われることがなく、ご家

族で過ごされていた離れも孫の成長に伴い手狭になってきて、「主屋で家

族そろって現代的で快適な生活をしたい」というご家族の強いご要望で、

大型の町家では珍しい現代的要素を積極的に取り入れた居宅とする改修

工事を 9ヶ月にわたって実施しました。設計・監理は西田一級建築士事

務所、施工は町家工法に熟達した（株）木村工務店です。改修工事には

京都市の「指定京町家改修補助金」と「まちの匠の知恵を生かした京都

型耐震・防火リフォーム支援補助金」を利用させていただきました。 

見学会当日は 2部制をとり、合計 27名の方にご参加頂きました。主な参加者は町家に関わる建

築士、宅建業者の方、隣の龍谷大学深草町家キャンパスの方等でしたが、弊社のすすめにより大型

町家を所有され、改修に関心のあるオーナー様 3組にもご参加いただきました。 

当日、西田建築士は体調不良の為欠席でしたが、（株）木村工務店の棟梁（社長）と弊社社主の

岡本が来場者へ改修に至る経緯や工事内容の説明を行いました。 

弊社もコンサルの立場で関わらせていただき、北側の龍大町家キャンパスと連担した家並が実現

し、弊社が実現に力を入れている「伏見町家」がまた１軒再生したことに感謝し、喜んでいる次第

です。                              （営業事務 木村 柚香） 
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『（公財）日本賃貸住宅管理協会・会員総会』が開催  

6月 14日（火）に日管協の会員総会が、いつもの東京・明治記念館にて開催 

されました。今年は、3年ぶりにリアル（対面）の開催で、全国 

47都道府県より 1,150名の会員が参加して盛況でした。 

初めに「賃貸住宅管理業者登録制度で変わる業界の未来像とは」 

のテーマで、国土交通省不動産・建設経済局参事官より講演がありま 

した。次に、本部の各委員会から活動報告がありましたが、中でも注 

目しましたのは、今秋に新資格「賃貸住宅メンテナンス主任者」認定制度が始まるとのことです。

これは、昨年に賃貸住宅管理業法が施行され、「建物の維持・保

全」が、管理業務の一つとして定義されたため、「建物管理」の

必要最低限の知識が必要になったためです。 

最後には、「どうなる日本の政治と経済」のテーマで、読売新

聞・特別編集委員の橋本五郎さんの記念講演がありました。橋本

五郎さんは、テレビでもお馴染みの方ですが、テレビで拝見する

時と違う一面があり、講演を拝聴させて頂き、感動いたしました。

日頃の業務に活かして参ります。    （松岡 英樹 常務） 

祝、同友会伏見支部 設立 40 周年 

 (一社)京都中小企業家同友会伏見支部の支部創立 40周年の記

念行事が 6月 15日に山本伏見区長の臨席をいただき、会員 90余

名の参加により都ホテル京都八条で開催されました。 

私は伏見支部創立前から入会していますので会員歴は 40年を優に超えることになります。同会

は中小企業家の自主的な運営により 3つの目的(①良い会社を作ろう②すぐれた経営者になろう③

経営環境を改善しよう)を掲げ活動しています。京都同友会は 1970年(S45)に設立され、今日では

府下約 1700名の中小企業経営者が参加し、経営体験の交流などを通じて自社の経営改善と発展を

目指し研鑽しています。地域毎の活動単位のひとつが伏見支部という訳です。  

私は入会当時会社の経営に迷いがあり、なんとか打開をしたいとの気持ちから先輩同業者の紹介

により入会し、経営を学びつつ今日に至りました。誰かから一方的に教えてもらうのではなく、自

ら他の経営から学び工夫・努力をして切り拓いてきたという自負心があります。 

長い会員歴において支部の運営(第 10代支部長)に携わり、本会の執行(副代表理事)にも参画し、

また先般からは岡本慎太郎副社長が入会して引き続き「国民や地域と共に歩む中小企業」の同友会

理念を自社の理念として経営のあり方を追及してまいります。      （岡本 秀巳 社主） 

よろしくお願いします。 

今月号よりみやこだよりの編集制作を担当（4代目）することになり 

ました、遠藤栞と申します。私は昨年の 11月に入社し、現在営業事務 

の仕事をしております。編集制作をすることは初めてですが皆様に楽し 

んでいただけるよう制作してまいりますので、宜しくお願い致します。 

（みやこだよりは第 1号（2015年 5月発行）から、弊社のホームページ 

に掲載しています。）             （営業事務 遠藤 栞） 
不動産コンサル・空き家・町家・高齢者住まい・相続支援・売買・貸借・管理・リフォーム・損保 

 

社 休 日 

  ７月１８日（月・祝）   

２０日（３水） 

２７日（水） 

夏季休業は 

８月１２日（金） 

～８月１７日（水） 

 

 



みやこだより 

VOL.86 
2022.8 発行 

発行者 岡本秀⺒ 
編集者 遠藤栞 

 
 

京都市伏見区深草キトロ町 30-12 
TEL 075-643-3191 

MAIL info@miyako-h.co.jp 

本年の路線価と不動産売買 
 7 月 1 日国税庁より、2022 年分の路線価（1

月 1 日時点）が発表されました。全国の平均

変動率は前年比 0.5％プラスとなり、2 年ぶり

に上昇しました。京都も前年比 0.2％プラス

で、2 年ぶりにプラスに転じました。京都市

内の最高路線価は軒並み上昇し、全 7 税務署

とも下落した前年から様相が一変しました。

上昇幅は下京区の 3.1％が最も大きく、中京区 3.0％、右京区 2.8％、上京区 2.3％となり、東

山区、伏見区、宇治は横ばいになりました。伏見区内の平均路線価は微騰してきた価格が横ば

いとなり、前年と比べると 1.0％の上昇になりました。 
 
 現在の不動産市場は売却物件が不足しており、同業者間の情報交換でも「物件がない」とい

う話をよく聞きます。5 年程前から始まりました価格上昇の結果、上昇した価格がそのままで

推移している状態です。伏見地区の 5 年程前の価格を比較したところ、マンションでは約 300

万円～約 500 万円、土地については物件の条件にもよりますが、条件の良い物件では 1 坪あた

り約 10 万円～約 20 万円上昇して成約となっております。その為、購入希望者の中でこの価格

上昇についていけないお客様も出てきており、心を痛める場面もあります。 
 
 今回の令和 4 年度路線価の発表や不動産売買の実勢価格からみても、現在は売却をされる方

が有利な市況となっていますので、ご売却をお考えの方は、弊社担当者にお問い合わせ頂きま

す様宜しくお願い申し上げます。             （岡本 慎太郎 副社長） 

祇園祭、函谷鉾見学記（寄稿） 
暑中お見舞い申し上げます。コロナにより中止となっていました祇園

祭が 3 年ぶりに行われました。岡本社主のご厚意により、7 月 16 日の

宵山の午前中に私たち夫婦で函谷鉾の見学に寄せていただきました。  

当日は前夜の雨もやみ、少しの風が蒸し暑さを和らげていました。 
 
 建物の中から木製の橋を渡って鉾の上にいくのですが、先ず建物の

中には、外からは見学できない貴重なものが多くあり驚きました。 

その後、木製の橋を渡り鉾の内部に入っていくと中は非常に狭く、腰

を掛ける板も 20cm ほどの幅しかありません。その鉾の中に 50 人ほど

入って祇園ばやしを奏でると説明をされていました。鉾内部の天井に

は大きな鶴がほどこされており見事なものでした。スタッフの皆様も暑い中、伝承していく為

に全員が一生懸命に対応されていました。学生の方々も暑い中笑顔での元気な声掛けに感心し

ました。記念の写真も快く撮っていただきました。 
 

祇園祭が来年もコロナの影響で中止になることなく行われる様に願っております。大変貴重

な時間を過ごさせて頂きました。本当にありがとうございました。 

疫病退散を願っての祇園祭、早期のコロナ収束をお祈り申し上げます。 （遠藤栞社員 母） 
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京町家をビジネスの友として 
私が京町家の存在をビジネスの対象として本格的に認識しはじ

めたのは 2004 年（平成 16 年）4 月から始まった、京町家を不動産

証券化手法を用いて保全利活用しようという事業のスタートの頃

でした。 

私の会社は宅地建物取引業を始めて 48 年になりますが、当時こ

の仕事を伸ばしていく為には仲介だけでなく不動産コンサルティ

ングの視点からの業務展開が必要だという共通認識をもった有志

が、2003 年 10 月に（一社）京都府不動産コンサルティング協会を 

立ち上げました。活動の柱として注目した証券化という金融手法は米国か

ら持ち込まれたばかりで教科書もなく手探りの状態でしたが、町家利活用

の為には金融面からのアプローチも必要とした私達の呼びかけに、官公学

金と各界専門職の皆さんより賛同をいただき、京町家証券化事業研究会と

いう推進母体を発足させることが出来ました。 

京都市やまちづくりセンターをはじめとする研究会参画の皆様にご協力を

いただいて事業推進に努め、六角新町・東山安井・新宮川町の 3 戸の町家

を苦労して取得しました。不動産証券化とは一般の方からお金を集め、不

動産を取得し改修して賃貸し、家賃を配当にあてるという仕組ですが事業

実施には近畿財務局の認可が必要であり、それはそれは筆舌にあらわしが

たい難行苦行となりました。認可後のお金集め（出資募集）にもうひと山

あり、2010 年 10 月に 3戸の売却益で最終配当を実施、財務局へ終了報告し

全てを終えた時は大きく安堵したことを鮮明に覚えています。ちなみに苦

労を共にした協会の会友は井上誠二（建都住宅販売）、西村孝平（八清）、

吉田光一（フラット・エージェンシー）と私の 4者でした。 

 私たちの情熱は枯れることなく、次に荷の軽いと言われる管理信託手法

に挑戦し、先例により京町家管理信託事業研究会を推進母体として北区紫

竹、南区京都駅南口の町家と連続して取り組み、大阪府不動産コンサルテ

ィング協会会員の信託会社に財務局応対を依頼し、3 物件の改修利活用を実

現しました。 

 2021 年 8 月に京都市もサブリース手法により京町家賃貸モデル事業として実施されまた。中京区壬

生の町家を京都市が借り上げこれを公募事業者に転貸し、同事業者が改修賃貸して長期間の賃料で改修

費を回収するという仕組です。この事業者も協会の会員で、問題の資金調達はクラウドファンディング

という現代的なシステムを採用しました。 

この様に町家（空き家）の利活用には改修が欠かせません。経験からは 

数百万円から数千万円を超える工事費が必要となり、利活用でなく解体に 

向かう大きな理由となっています。多額の工事費の調達は中小の不動産業 

者にとって難関ですが、私はこれからも不動産と金融の融合したシステム 

を追求し組織的な対応によりハードルをクリアしてまいります。 

これが青少年時代に町家で育った私のライフワークであると思っています。 

          （岡本 秀巳 社主） 
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  夏季休業は 

８月１２日（金） 

～８月１７日（３・水） 

 ２８日（日） 

  ９月１４日（２・水） 

    １９日（月・祝） 

毎月第３水曜は定休日です 

社休日 

 

市景観まちづくりセンター発行 

（京まち工房 99 号より転載） 



















社主 岡本 秀巳 

岡本慎太郎・松岡 英樹 

岡本三保子・今井 拓哉 

社員一同 

賀   正 
本年もよろしくお願い申し上げます。  

２０２２年 正月 
 

 

〒612-0025 

京都市伏見区深草キトロ町 30-12   
T. 075-643-3191 info@miyako-h.co.jp 

 
 

 

・京都のお宿ブームはコロナの登場と共に終焉を迎えましたが、上中下東山

の４区の住宅地価は引き続き上値をうかがう展開となっています。周縁各

区も横バイの様相を示し、不動産業界は総じて堅調に推移してきたといえ

るでしょう。 

・不動産関連の仕事はサービス産業に位置づけられ、１次～３次各産業の振

興、言い換えれば経済社会全体の興隆があって、潤滑剤の役割を担う当業

界の本当の活況が実現すると思うのであります。 

・京都には好調の電子通信関連等の企業が多く所在しており、不調の業種・

企業にその恵みを及ぼし、一日も早く復調してほしいところです。大きな

ファクターでありますコロナに対しては、日常の中に折り込んでインフル

エンザと同じような対応をするということでいかがでしょうか。 

・数年来、弊社は空き家（危険家屋）・町家と高齢者のすまい・施設紹介の 

 分野に力を入れてきました。これらの業務のベースには相続贈与・遺言・ 

 後見・家族信託等のコンサルティングが横たわっており、携わる社員役員

は勉強に大わらわとなっています。これからの不動産業従事者は普段の自

己革新、陶冶が求められていると確信するところです。 

・おかげさまで弊社の前９月期決算はその前の不調期に比し、わずかながら

増収増益となり、コロナ超越（願望）の今期こそ正念場と覚悟を新たにし

ています。相変わりませずお引き立てとご厚誼をお願い申し上げます。 
 
 
新年は１月６日（木）より営業再開いたします。 

不動産コンサル・空き家・町家・高齢者すまい・相続支援・売買・貸借・管理・リフォーム・損保 

 

みやこだより（号外） 

みやこだよりは毎月発行、ホームページ掲載中 
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